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議案第３０号 

目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月１７日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例 

目黒区立幼稚園条例（昭和４２年１１月目黒区条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条を第１１条とする。 

第８条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、同

条第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 正当な理由がなく一時預かり保育料を納付しないとき。 

 第８条を第１０条とし、第７条の次に次の２条を加える。 

（一時預かり事業の実施） 

第８条 幼稚園は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第７ 

項に規定する一時預かり事業（現に在園している者に対して行うものに限る。）

を行う。 

２ 委員会は、前項に規定する事業の利用の承認を受けた幼児の保護者から、

当該事業の利用に係る保育料（以下「一時預かり保育料」という。）を徴収

する。 

３ 一時預かり保育料の額は、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定め

る条例の定めるところによる。 

（一時預かり保育料の不還付） 

第９条 既に納めた一時預かり保育料は、還付しない。ただし、委員会が特別

の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。 

付 則 
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１ この条例は、目黒区教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次

項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の目黒区立幼稚園条例第８条第１項に規定する一時

預かり事業を利用するための手続等は、この条例の施行の日前においても行

うことができる。 

 

（説明） 新たに一時預かり事業を実施するため、条例改正の必要を認め、こ

の案を提出します。 


